
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】

　

　

　

院内感染予防方法。
【請求項２】
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院内感染を予防するための処理をコンピュータに実行させる院内感染予防方法であって、
病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに、バリアゾーンに入室した人の個人ＩＤ

と、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤと、入退室時刻データとからなるゾーン
蓄積記録データを記憶手段に記憶させる処理と、

病院内で感染者が発生し、前記感染者の個人ＩＤが指定されたとき、指定された前記個
人ＩＤに基づいて、前記感染者が入室したバリアゾーンのゾーンＩＤと入室時刻データを
前記ゾーン蓄積記録データの中から取得する処理と、

取得した前記ゾーンＩＤと前記入室時刻データとに基づいて、前記感染者が入室した時
刻以降に同一のゾーンＩＤのバリアゾーンに入室した人の個人ＩＤを前記ゾーン蓄積記録
データの中から抽出し、抽出した個人ＩＤで指定される人を二次感染の可能性の高い感染
擬陽性者として特定する処理とをコンピュータに実行させる

前記感染擬陽性者に対して検査を行い、検査結果が陽性であった前記感染擬陽性の個人Ｉ
Ｄが指定されたとき、指定された前記個人ＩＤに基づいて、前記感染擬陽性者が入室した
バリアゾーンのゾーンＩＤと入室時刻データとを前記ゾーン蓄積記録データの中から取得
する処理と、

取得した前記ゾーンＩＤと前記入室時刻データとに基づいて、前記感染擬陽性者が入室
した時刻以降に同一のゾーンＩＤのバリアゾーンに入室した人の個人ＩＤを抽出し、抽出



院内感染予防方法。
【請求項３】

　

　

　
院内感染予防方法。

【請求項４】

　

　

　
院内感染予防方法。

【請求項５】

　

　

　

【請求項６】

　

　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、医療施設における院内感染の予防方法、院内感染を予防するためのプログラム
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した個人ＩＤで指定される人を感染擬陽性者として特定する処理とをコンピュータに実行
させる請求項１記載の

院内感染を予防するための処理をコンピュータに実行させる院内感染予防方法であって、
病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに、バリアゾーンに入室した人の個人ＩＤ

と、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤと、入退室時刻データとからなるゾーン
蓄積記録データを記憶手段に記憶させる処理と、

病院内で複数の感染者が発生し、前記複数の感染者の個人ＩＤが指定されたとき、前記
複数の感染者の個人ＩＤに基づいて前記複数の感染者に共通するゾーンＩＤを前記ゾーン
蓄積記録データの中から抽出する処理と、

抽出した前記ゾーンＩＤで特定されるバリアゾーンを感染源の可能性が高い場所として
特定する処理とをコンピュータに実行させる

院内感染を予防するための処理をコンピュータに実行させる院内感染予防方法であって、
患者に施された食事、薬剤、注射及び検査内容を示すデータと患者の個人ＩＤとからな

るオーダ情報を記憶手段に記憶させる処理と、
病院内で複数の感染者が発生し、前記複数の感染者の個人ＩＤが指定されたとき、前記

複数の感染者の個人ＩＤに基づいて前記複数の感染者が共通に施された食事、薬剤、注射
または検査内容を示すデータを前記オーダ情報の中から抽出する処理と、

抽出した前記データの示す要因を感染源の可能性が高い要因として特定する処理とをコ
ンピュータに実行させる

院内感染を予防するための処理をコンピュータに実行させる院内感染予防プログラムであ
って、

病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに、バリアゾーンに入室した人の個人ＩＤ
と、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤと、入退室時刻データとからなるゾーン
蓄積記録データを記憶手段に記憶させる処理と、

病院内で感染者が発生し、前記感染者の個人ＩＤが指定されたとき、前記感染者の個人
ＩＤに基づいて、前記感染者が入室したバリアゾーンのゾーンＩＤと入室時刻データを前
記ゾーン蓄積記録データの中から取得する処理と、

取得した前記ゾーンＩＤと前記入室時刻データとに基づいて、前記感染者が入室した時
刻以降に同じゾーンＩＤのバリアゾーンに入室した人の個人ＩＤを前記ゾーン蓄積記録デ
ータの中から抽出し、抽出した個人ＩＤで指定される人を二次感染の可能性の高い感染擬
陽性者として特定する処理とをコンピュータに実行させる院内感染予防プログラム。

院内感染を予防するための処理を実行する院内感染予防装置であって、
病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに、バリアゾーンに入室した人の個人ＩＤ

と、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤと、入退室時刻データとからなるゾーン
蓄積記録データを記憶する記憶手段と、

病院内で感染者が発生し、前記感染者の個人ＩＤが指定されたときに、前記感染者の個
人ＩＤに基づいて、前記感染者が入室したバリアゾーンのゾーンＩＤと入室時刻データを
前記ゾーン蓄積記録データの中から取得し、取得した前記ゾーンＩＤと前記入室時刻デー
タとに基づいて、前記感染者が入室した時刻以降に同じゾーンＩＤのバリアゾーンに入室
した人の個人ＩＤを前記ゾーン蓄積記録データの中から抽出し、抽出した個人ＩＤで指定
される人を二次感染の可能性の高い感染擬陽性者として特定する特定手段とを備える院内
感染予防装置。



、そのプログラムを記録した記録媒体及び院内感染予防装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
医療施設では、外来患者、入院患者、入院患者の見舞客、医療関係者など多数の人が院内
を移動し、それらの人が接触する機会が多い。外部から訪れる人、入院患者、あるいは医
療関係者の中にも、細菌、ウィルス等を保有している人もいるので、細菌、ウィルス等を
保有している人が、免疫力が低下している人と接触すると、免疫力が低下している人が感
染症に罹患する可能性が高い。
【０００３】
また、医師や看護婦等の医療従事者、院内の食堂の職員、作業員等の衣服、使用する器具
が細菌等に汚染されることにより、患者や医療従事者等が感染する可能性もある。また、
治療や検査に使用する医療用器具が汚染されていて院内感染が発生する可能性もある。
【０００４】
このような院内感染の対策として、例えば、特開平７－７９９２９号公報において、病院
内での感染状況を把握することが提案されている。この発明は、入院患者、医師、看護婦
等の感染状況を検査し、指定した菌種の保菌者の院内分布を把握できるようにするもので
ある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記の発明により特定の菌種の保菌者の院内分布を知ることはできるとし
ても、それにより院内感染を防止することはできない。
【０００６】
従来、院内感染について以下のような問題点があった。
（１）感染者及び外来者の行動範囲を制限できないので、感染者との接触、空気感染、物
を介した感染などにより感染が拡大してしまう。
（２）感染者が発生した場合に、感染の可能性の高い人を特定する方法がないので、対象
となる人を全員検査している間に感染が拡大してしまう。
（３）院内感染が発生した場合に、感染源を特定する方法がないので、迅速な対応がとれ
ないことにより感染が拡大してしまう。
【０００７】
本発明の課題は、院内感染を予防することである。また、他の課題は、院内感染の感染源
、あるいは感染の可能性のある人を的確に想定できるようにすることである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、院内感染を予防するための処理をコンピュータに実行させる院内感染予防方
法であって、病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに、バリアゾーンに入室した人
の個人ＩＤと、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤと、入退室時刻データとから
なるゾーン蓄積記録データを記憶手段に記憶させる処理と、病院内で感染者が発生し、前
記感染者の個人ＩＤが指定されたとき、指定された前記個人ＩＤに基づいて、前記感染者
が入室したバリアゾーンのゾーンＩＤと入室時刻データを前記ゾーン蓄積記録データの中
から取得する処理と、取得した前記ゾーンＩＤと前記入室時刻データとに基づいて、前記
感染者が入室した時刻以降に同一のゾーンＩＤのバリアゾーンに入室した人の個人ＩＤを
前記ゾーン蓄積記録データの中から抽出し、抽出した個人ＩＤで指定される人を二次感染
の可能性の高い感染擬陽性者として特定する処理とをコンピュータに実行させる。
【００１１】
この発明によれば、感染者が発生した場合には、その感染者から直接、あるいは間接的に
感染する可能性の高い人を感染擬陽性者として抽出することができる。従って、検査対象
者を絞り込むことで、短時間で感染者を検出して感染の拡大を防止することができる。
【００１２】
　本発明に係る他の院内感染予防方法は、院内感染を予防するための処理をコンピュータ
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に実行させる院内感染予防方法であって、病院内を複数のバリアゾーンに分割したときに
、バリアゾーンに入室した人の個人ＩＤと、入室したバリアゾーンを特定するゾーンＩＤ
と、入退室時刻データとからなるゾーン蓄積記録データを記憶手段に記憶させる処理と、
病院内で複数の感染者が発生し、前記複数の感染者の個人ＩＤが指定されたとき、前記複
数の感染者の個人ＩＤに基づいて前記複数の感染者に共通するゾーンＩＤを前記ゾーン蓄
積記録データの中から抽出する処理と、抽出した前記ゾーンＩＤで特定されるバリアゾー
ンを感染源の可能性が高い場所として特定する処理とをコンピュータに実行させる。
【００１３】
この発明によれば、感染者が発生した場合に、複数の感染者が共通して入室したバリアゾ
ーンの記録から感染源を想定することができる。これにより、感染源の可能性の高い場所
を特定し、感染源の遮断等により感染の拡大を防止できる。
【００１４】
　本発明に係る他の院内感染予防方法は、院内感染を予防するための処理をコンピュータ
に実行させる院内感染予防方法であって、患者に施された食事、薬剤、注射及び検査内容
を示すデータと患者の個人ＩＤとからなるオーダ情報を記憶手段に記憶させる処理と、病
院内で複数の感染者が発生し、前記複数の感染者の個人ＩＤが指定されたとき、前記複数
の感染者の個人ＩＤに基づいて、前記複数の感染者が共通に施された食事、薬剤、注射ま
たは検査内容を示すデータを前記オーダ情報の中から抽出する処理と、抽出した前記デー
タの示す要因を感染源の可能性が高い要因として特定する処理とをコンピュータに実行さ
せる。
【００１５】
この発明によれば、例えば、患者に処方された薬剤、あるいは治療に用いられた医療器具
等により感染した場合に、感染者に共通する薬剤、医療器具等を抽出することで感染源の
可能性の高いものを絞り込むことができるので、感染源を短時間で特定し、院内感染の拡
大を防止できる。
【００１６】
感染擬陽性者、あるいは感染源を想定する上記の感染予防方法において、さらに、各バリ
アゾーン毎に入室条件を設定し、個人情報と入室条件とに基づいて入館者のバリアゾーン
への入室を制限するようにしても良い。
【００１７】
バリアゾーン毎に入室者を制限することにより、感染者、あるいは外来者等からの感染の
可能性を減らすことができると共に、感染者が発生した場合に、二次感染者、あるいは感
染源を早期に特定することができる。
【００１８】
本発明に係る他の院内感染予防方法は、医療施設への入館者の個人情報を管理し、医療施
設を複数のバリアゾーンに分け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録し
、感染者が発生した場合に、複数の感染者の入室記録から感染源を想定し、感染源と想定
されたバリアゾーンへの入室者を入室記録から抽出して感染擬陽性者を想定する。
【００１９】
この発明によれば、感染者が発生した場合に、感染者の入室記録から感染源の可能性の高
いバリアゾーンを想定し、さらにそのバリアゾーンへの入室記録から感染の可能性の高い
人を抽出することができる。これにより、感染源の遮蔽、あるいは感染擬陽性者に対して
検査を行うことで、短時間で感染者を検出することができ、院内感染の拡大を防止できる
。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照しながら説明する。図１は、本発明の実施の形態
の院内感染予防方法に基づくバリアゾーンシステムのシステム構成を示す図であり、図２
は、バリアゾーンシステムで用いられる各種の情報を示す図である。
【００２１】
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このバリアゾーンシステムは、病院の外来患者、入院患者、見舞客、医療関係者、病院内
の作業員等を含む入館者にＩＣカード１０を発行し、そのＩＣカード１０にそれぞれの人
の個人情報１３を予め記録しておく。ＩＣカード１０は、例えば、非接触式のカードであ
り、無線信号の送受信機能を有する。
【００２２】
ＩＣカード１０への個人情報１３の入力は、患者については受診している科で病名等を入
力し、見舞客の場合には、受け付けで見舞客用のＩＣカード１０を発行する際に入力する
。
【００２３】
バリアゾーンシステムは、各バリアゾーンの入口に設置されるＩＣカードリーダ１１（図
３）と、入室者の管理を行うゲート制御クライアント１２と、個人情報１３、入室条件を
定めた判定パラメータ１４等の情報を管理するバリアシステムサーバ１８と、処方せん、
治療方法等のオーダ情報を管理するオーダリングシステムサーバ２０と、院内感染の予防
のための情報を管理する感染予防クライアント２１と、それらの装置を接続してデータの
送受信が行えるようにする院内ＬＡＮ２２とからなる。
【００２４】
ゲート制御クライアント１２は、ＩＣカードリーダ１１により無線により読み取られた入
館者の個人情報１３と、バリアゾーンへの入室条件を定めた判定パラメータ１４とに基づ
いて入室を制限する制御を行う。
【００２５】
バリアゾーンシステムサーバ１８は、患者、見舞客等の個人情報１３、入室条件を定めた
判定パラメータ１４、ゾーン名と場所とそのゾーンの有効期間を定めたゾーン情報１５、
感染症の種類とそれぞれの感染条件とを示す感染条件情報１６、ゾーン番号、入室しよう
とした来館者のＩＤ、入室の可否の判定結果及び通過時刻等からなるゾーン蓄積記録１７
を管理する。
【００２６】
オーダリングシステムサーバ１８は、患者の治療内容（処方せん、検査内容等）を示すオ
ーダ情報１９を管理する。
次に、図３は、病院内を複数のバリアゾーンに分割したときの状態を示している。それぞ
れのバリアゾーンの入口にはＩＣカードリーダ１１が設置されており、バリアゾーンに入
室したい人は、ＩＣカードリーダ１１に自分のＩＣカード１０の情報を読み取らせる。Ｉ
Ｃカード１０を非接触で読み取らせた人が入室できるか否かはゲート制御クライアント１
２が、ＩＣカード１０に記録された個人情報１３とバリアゾーンへの入室条件を定めた判
定パラメータ１４とに基づいて判断する。
【００２７】
次に、図４は、実施の形態のバリアゾーンシステムの概略の動作を示すフローチャートで
ある。
各バリアゾーンのゲート制御クライアント１２は、ゾーン通過を制限すると共に通過者を
記録する（図４，Ｓ１１）。感染者が発生した場合は、ゾーン通過記録１７から二次感染
の可能性のある人を想定する（Ｓ１２）。さらに、想定した二次感染の可能性のある人に
対する検査の結果、感染している事が判明したか否かを判別する（Ｓ１３）。
【００２８】
検査の結果、感染していることが判明した場合には、ステップＳ１２に戻り、二次感染者
から感染する可能性のある人を想定し、再度検査を行う。
ステップＳ１３で、感染が判明しなかった場合、あるいは二次感染者が検出された場合で
も、その後の検査で感染者が判明しなかった場合には、ステップＳ１４に進み感染者を特
定する。さらに、複数の感染者のゾーン蓄積記録１７から感染源を特定する（Ｓ１５）。
【００２９】
以下、判定パラメータ１４の条件に基づいて入室を制限する処理、感染擬陽性者を想定す
る処理、感染源を想定する処理等を、図５～図１３を参照しながら説明する。
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【００３０】
図５は、バリアゾーンへの入室を制限する処理のフローチャートである。
バリアゾーンに入室しようとする人がＩＣカード１０の情報を非接触でＩＣカードリーダ
１１に読み取らせると、ＩＣカード１０から個人のＩＤコードが読み取られ、個人のＩＤ
コードとゾーンコード等からなるゾーン通過記録がゲート制御クライアント１２に送られ
る。
【００３１】
ゲート制御クライアント１２は、ゾーン通過記録を受信すると（図５，Ｓ２１）、ゾーン
コードをキーとしてバリアゾーンシステムサーバ１８の管理しているゾーン情報ファイル
を検索し、ゾーンの場所を確定する（Ｓ２２）。
【００３２】
次に、個人のＩＤコードをキーとしてバリアゾーンシステムサーバ１８の管理している個
人情報ファイルを検索し、個人の属性（入院患者、外来患者、見舞い、業者等の区別を示
す属性）、入室が禁止されているゾーン、感染の内容を示す感染情報を取得する（Ｓ２３
）。
【００３３】
さらに、ゾーンＩＤで指定されるゾーンへの入室条件を定めた判定パラメータ１４をバリ
アゾーンシステムサーバ１８から取得し、そのバリアゾーンへの入室を許可するか否かを
判定する（Ｓ２４）。
【００３４】
入室しようとする人が入室条件を満たさない場合には（Ｓ２４，ＮＯ）、ステップＳ２５
に進み、音により入室できないことを知らせ、あるいはゲートを閉じる等のゾーン進入阻
止処理を実行する。
【００３５】
他方、バリアゾーンへの入室が許可された場合には（Ｓ２４，ＹＥＳ）、ステップＳ２６
に進み、ゾーンＩＤ、入室者の個人ＩＤ、場所、入室時刻、退出時刻を、バリアゾーンシ
ステムサーバ１８に送信してゾーン蓄積記録１７に記録させる。
【００３６】
図６は、バリアゾーンへの入室を制限する処理の説明図である。また、図７（Ａ）～（Ｃ
）は、判定パラメータ１４の一例を示す図である。
ゾーン通過記録は、図６に示すように、ＩＣカード１０から読み取られる個人のＩＤコー
ドと、ゾーンコード（図６では、「００１１」）と、ＩＣカード１０のデータを読み取っ
たときの年、月、日、時刻からなり、これらの情報がゲート制御クライアント１２に送信
される。
【００３７】
ゾーン情報１５は、ゾーンコードと、病院内のゾーンの場所を示す情報（例えば、新生児
室、ＩＣＵなど）と、そのゾーンが有効となる開始期間、終了期間とからなる。病院内の
バリアゾーンの配置の変更等があった場合でも、このゾーン情報１５のゾーンの場所を示
す情報を変更することで、新たな配置のバリアゾーンに対する判定パラメータの設定、あ
るいは変更前のゾーン蓄積記録１７と変更後のゾーン蓄積記録１７とを関連づけることが
できる。
【００３８】
個人情報１３は、個人ＩＤと、氏名、属性（入院患者、外来患者、見舞い、業者等の別）
と、所属（受診する科）と、病名と、入室が禁止されているゾーンと、感染している感染
症名とからなる。
【００３９】
判定パラメータ１４は、図７（Ａ）～（Ｃ）に示すように、患者、見舞客、業者毎に入室
が禁止される条件が記録されている。
患者については、図７（Ａ）に示すように、患者の条件により入室が禁止され、例えば、
風邪等の軽度の感染症の人は、新生児室、ＩＣＵには入室することができないという条件

10

20

30

40

50

(6) JP 3892250 B2 2007.3.14



が設定されており、結核等の重度の感染症の人は、院内レストラン、売店、理容室（美容
室）、新生児室等の全てのバリアゾーンへ入室できないという条件が設定されている。ま
た、検査、あるいは糖尿病等で食事制限を受けている人は、レストラン、売店に入室でき
ないという条件が設定されている。
【００４０】
見舞客、付添人については、図７（Ｂ）に示すように、感染症に罹っているか否かを入館
時に申告してもらい、あるいは過去の入館記録から、それぞれのバリアゾーンへの入室の
可否を決める条件が設定される。例えば、風邪等の軽度の感染症にかかっている人は、新
生児室とＩＣＵには入室することができないという条件が設定される。
【００４１】
病院に出入りする業者については、図７（Ｃ）に示すように、見舞客と同様に、それぞれ
の人が感染症に罹っているか否かにより入室の可否を決める条件が設定される。
【００４２】
ゲート制御クライアント１２は、入室しようとする人の個人情報１３と、判定パラメータ
１４を比較し、入室しようとする人が判定パラメータ１４で指定される入室条件を満たす
か否かを判定する。
【００４３】
入室しようとする人が、そのバリアゾーンの入室条件を満たさない場合には、音、あるい
はゲートを閉じる等の処理により入室できないことを知らせると共に、個人ＩＤ、判定結
果が入室不可であることを示す情報をゾーン蓄積記録１７に記録する。
【００４４】
入室可能な場合には、バリアゾーンのゾーンコード、入室した人の個人ＩＤ、場所、入室
時刻、退室時刻、判定結果をゾーン蓄積記録１７に記録する。
以上のような処理により、感染症に罹った人、外来者、手術前の人、食事制限を受けてい
る人などの特定のバリアゾーンへの入室を制限できる。これにより、免疫力の低い新生児
や、ＩＣＵの患者が二次感染するのを防止できる。また、食事制限中の人が、売店等に入
室するのを制限できるので、それらの人が制限品を摂取するのを防止できる。さらに、手
術前の患者が理容室等に入室するのを制限することで、手術前の患者が雑菌等に感染する
のを防止できる。
【００４５】
　次に、図８は、病院内で感染者が発生した場合に、その感染者から二次感染の可能性の
高い人（感染擬陽性者）を想定する処理のフローチャートである。
　感染者が発生したなら、その感染者の個人ＩＤ及び感染種別を、感染予防クライアント
２１の入力装置から入力する（図８，Ｓ３１）。入力された感染種別をキーとして該当す
る感染条件情報１６を読み込み、さらに個人ＩＤをキーとして該当する人のゾーン蓄積記
録１７をバリアゾーンシステムサーバ１８から読み込む（Ｓ３２）。
【００４６】
読み込んだ感染条件情報１６からゾーンに対する感染疑い条件、すなわち、感染者がその
ゾーンに入室してから何時間以内に入室した人が感染の可能性があるかを定めたゾーン条
件を抽出する（Ｓ３３）。
【００４７】
次に、感染条件情報１６により感染の可能性のある人を感染擬陽性者としてゾーン蓄積記
録１７から抽出し、その感染擬陽性者を一覧表示し、最初の感染擬陽性者を検査対象とし
て抽出する（Ｓ３４）。
【００４８】
感染擬陽性者に対して検査を行い、検査結果から陽性か、陰性か、それとも対象患者の検
査が全て終了したか否かを判断する（Ｓ３５）。
検査結果が陰性の場合には、ステップＳ３６に進み、その人を感染擬陽性患者から除外し
、次の感染擬陽性患者のＩＤをセットする。
【００４９】
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検査結果が陽性であった場合、つまり二次感染している場合には、ステップＳ３７に進み
、その陽性患者の個人ＩＤを感染者ＩＤとしてセットし、ステップＳ３２以降の処理を再
度実行する。
【００５０】
すなわち、二次感染したと思われる人が発見された場合には、その人のゾーン蓄積記録１
７を調べ、二次感染した患者が入室したバリアゾーンから感染の可能性の高い感染擬陽性
者を抽出する。そして、その感染擬陽性者に対して検査を行い、感染擬陽性者が感染して
いるか否かを判定する。
【００５１】
上記の処理により、院内で感染者が発生した場合に、ゾーン蓄積記録１７により二次感染
の可能性の高い感染擬陽性者を絞り込み、その感染擬陽性者に対して検査を行うことで、
感染者を迅速に発見することができる。さらに、検査した感染擬陽性者の中から感染者が
発見された場合には、さらに、その感染擬陽性者のゾーン蓄積記録１７から感染の可能性
の高い感染擬陽性者を抽出して検査することができるので、感染者を迅速に発見し、院内
感染の拡大を防止することができる。
【００５２】
図９は、感染条件情報１６とゾーン蓄積記録１７から感染擬陽性者を想定する処理の説明
図である。
感染条件情報１６には、感染症の種別と、感染者が入室したゾーンに何時間以内に入室し
た人が感染の可能性があるかを示すゾーン条件（例えば、同時、３０分後、６時間後など
）と、感染対象が特定のゾーンに限定される場合には、該当するゾーンを示す情報とが設
定される。感染条件情報１６の○、△は、感染の可能性があることを示す、×は、感染の
可能性が無いことを示している。図９のゾーン蓄積記録１７は、図６と同じである。
【００５３】
例えば、個人ＩＤ「９９１」の人がインフルエンザウイルスの保持であることが判明する
と、その患者の入室したバリアゾーンに感染条件情報１６の感染条件を満たす時刻に入室
した人をゾーン蓄積記録１７から抽出する。この場合、図９の左下の集計表３１に示すよ
うに、個人ＩＤ「１２３」の人がその条件に該当するので、その人が感染擬陽性者として
ピックアップされる。その感染擬陽性者に対して検査を行い、検査結果が陽性であれば、
さらにその個人ＩＤ「１２３」の人のゾーン蓄積記録１７からその人が入室したバリアゾ
ーンを特定し、そのバリアゾーンに入室し、かつ一定の感染条件を満たす人を感染擬陽性
者として抽出する。このようにして、感染の可能性の高い人を次々に抽出し、それらの人
を検査することで、院内感染の拡大を防止できる。
【００５４】
次に、図１０は、ゾーン蓄積記録１７から感染源を想定する処理のフローチャートである
。
複数の感染者が発生した場合には、それぞれの感染者の個人ＩＤを感染予防クライアント
２１の入力装置から入力する（図１０，Ｓ４１）。
【００５５】
感染者の個人ＩＤをキーとしてゾーン蓄積記録１７を検索する（Ｓ４２）。そして、感染
者の入室したゾーンを抽出する（Ｓ４３）。
感染者が入室したバリアゾーンが特定されたなら、バリアゾーン毎に感染者が立ち寄った
回数をカウントし、共通度合いが高いバリアゾーンを感染源及び感染危険場所として想定
する（Ｓ４４）。
【００５６】
上記の処理により、複数の感染者が発生した場合に、それらの感染者が共通に入室したバ
リアゾーンを抽出することで感染源の可能性の高いバリアゾーンを想定することができる
。これにより、感染源を早期に特定し、院内感染の拡大を防止することができる。
【００５７】
図１１は、ゾーン蓄積記録１７から感染源を想定する処理の説明図である。
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複数の感染者が検出された場合、感染者のＩＤコードをキーとしてゾーン蓄積記録１７を
検索し、それぞれの感染者が入室したバリアゾーンを抽出して、感染者が入室したバリア
ゾーンとそれぞれのバリアゾーンを何人の感染者が入室したかを累計した集計表３２を作
成する。この集計表３２に基づいて複数の感染者に共通する度合いの高い場所を感染源と
して想定する。
【００５８】
次に、図１２は、患者に対する医療内容を示すオーダ情報から感染源を想定する処理のフ
ローチャートである。
感染者の個人ＩＤを感染予防クライアント２１の入力装置から入力する（図１２，Ｓ５１
）。次に、感染者の個人ＩＤをキーとしてオーダ情報１９を検索する（Ｓ５２）。オーダ
情報１９には、患者の処方せんの内容、治療、検査の内容、それに使用された医療器具等
に関する情報が含まれている。
【００５９】
複数の感染者のオーダ情報を累積し（Ｓ５３）、オーダ別に感染者に実施された回数をカ
ウントして、共通度合いの高いオーダを感染源として想定する（Ｓ５４）。
【００６０】
すなわち、複数の感染者に施された薬剤、治療方法、検査方法の中で共通して実施されて
いる度合いを調べ、共通して実施されている度合いの高いものを感染源として想定し、そ
のオーダで使用された薬剤、治療方法等の中に汚染の可能性が無いかどうかを調べる。こ
れにより、患者に対する治療により感染が発生している場合に、感染源を短時間で特定し
、感染源を遮断する等の対策を取ることができるので、院内感染が拡大するのを未然に防
止できる。
【００６１】
図１３は、オーダ情報から感染源を想定する処理の説明図である。
複数の感染者が発生した場合、それぞれの感染者のＩＤコードをキーとしてオーダ情報１
９を検索し、それぞれの感染者のオーダを抽出する。
【００６２】
オーダ情報１９は、図１３に示すように、給食、注射、輸血等のオーダ種別と、明細（オ
ーダの内容）、オーダを実施した日時、患者の個人ＩＤから構成されている。このオーダ
情報１９を患者の個人ＩＤをキーにして検索することで、一人の患者に施された食事を含
む全ての医療内容を把握することができる。そして、それぞれの患者のオーダの内容を累
計した集計表３３を作成することで、感染者に高い割合で共通するオーダを特定し、その
オーダを感染源として想定することができる。
【００６３】
次に、図１４は、上述した院内感染予防方法に基づくプログラムを、ＣＤ－ＲＯＭ、フロ
ッピーディスク等の可搬記録媒体４１、あるいはプログラム提供者の有する記憶装置４４
に記憶しておいて、そのプログラムをユーザの情報処理装置４２にロードして実行する場
合の説明図である。
【００６４】
院内感染予防プログラムがＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク等の可搬記録媒体４１に記
録されている場合には、その可搬記録媒体４１を情報処理装置４２のドライブ装置に挿入
してプログラムを読み取り、読み取ったプログラムをＲＡＭ、ハードディスク等の記憶装
置４３に格納してプログラムを実行する。また、プログラム提供者から通信回線を介して
プログラムが提供される場合には、プログラム提供者の記憶装置４４、メモリ等に格納さ
れているプログラムを通信回線を介して情報処理装置４２で受信し、受信したプログラム
をＲＡＭ、ハードディスク等の記憶装置４３に格納して実行する。なお、可搬記録媒体４
１に記録するプログラムは、実施の形態で述べたプログラムの一部の機能を有するもので
あっても良い。
【００６５】
上述した実施の形態によれば、病院等を複数のバリアゾーンに分け、それぞれのバリアゾ
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ーンに入室できる条件を予め設定しておくことで、感染者が入院患者、外来患者、見舞客
等と接触して院内感染が発生するのを防止できる。また、免疫の低い新生児や手術後の患
者などのいるバリアゾーンに入室できる人を制限する仕組みを設けることで、感染症に罹
りやすい人を院内感染から保護することができる。
【００６６】
さらに、それぞれのバリアゾーンに入室した人、時刻等からなる入室記録（ゾーン蓄積記
録１７）を記録しておくことで、感染者が発見された場合に、二次感染の可能性が高い人
を短時間で正確に特定することができる。そして、二次感染の可能正が高い擬陽性者に対
して早期に検査を行うことで、院内感染の拡大を防止できる。
【００６７】
また、複数の感染者のゾーン蓄積記録１７から、それらの人が共通に入室しているバリア
ゾーンと、共通して入室している度合いを知ることができるので、共通する度合いの高い
場所を感染源の可能性が高い場所として想定することができる。そして、想定した感染源
の汚染の有無を調べることで、感染源を短時間で特定して感染の拡大を防止することがで
きる。
【００６８】
さらに、複数の感染者のオーダ情報１９から、それらの感染者に共通する度合いの高いオ
ーダ（薬剤、治療方法など）を調べ、オーダの中から感染源としての可能性の高いものを
抽出することができる。これにより、処方せんで指定されている薬剤、血液製剤等による
感染の拡大を防止することができる。
【００６９】
上述した実施の形態のバリアゾーンシステムは、バリアゾーンシステムサーバ１８とオー
ダリングシステムサーバ２０と、感染予防クライアント２１等からなるサーバ・クライア
ントシステムにより構成したが、サーバ・クラインと形式のシステムに限らず、システム
構成は任意で良い。例えば、感染予防クライアント２１が全ての情報を管理して、感染擬
陽性者、感染源等を特定するようにしても良い。
【００７０】
また、個人情報１３，判定パラメータ１４、ゾーン蓄積記録１７等の情報は、実施の形態
に述べたようなデータ構成に限らず、それらの情報を複数組み合わせても良いし、全体を
１つの情報としても良い。
【００７１】
バリアゾーンに入室した人を記録するためのＩＣカード１０は、非接触式に限らず、接触
式のＩＣカード、磁気カード等でも良い。また、カード状のものに限らず、入室者を特定
できるものであればどのような装置、あるいは方法でも良い。例えば、指紋等の個人の身
体的な特徴を識別して入室者を記録するようにしても良い。
（付記１）医療施設への入館者の個人情報を管理し、医療施設を複数のバリアゾーンに分
け、前記バリアゾーン毎に入室条件を設定し、前記個人情報と前記入室条件とに基づいて
前記入館者の前記バリアゾーンへの入室を制限することを特徴とする院内感染予防方法。
（付記２）医療施設への入館者の個人情報を管理し、医療施設を複数のバリアゾーンに分
け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録し、感染者が発生した場合に、
前記感染者の入室記録と前記入館者の入室記録とに基づいて感染擬陽性者を想定すること
を特徴とする院内感染予防方法。
（付記３）医療施設への入館者の個人情報を管理し、医療施設を複数のバリアゾーンに分
け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録し、感染者が発生した場合に、
複数の感染者の入室記録から感染源を想定することを特徴とする院内感染予防方法。
（付記４）患者に対する治療内容を記録し、前記患者の中から感染者が発生した場合に、
複数の感染者の治療内容で共通する治療内容を抽出し、前記抽出した治療内容から感染源
を想定することを特徴とする院内感染予防方法。
（付記５）感染者が発生した場合に、前記感染者の入室記録と前記入館者の入室記録とに
基づいて感染擬陽性者を想定することを特徴とする付記１記載の院内感染予防方法。
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（付記６）感染者が発生した場合に、複数の感染者の入室記録から感染源を想定すること
を特徴とする付記１記載の院内感染予防方法。
（付記７）医療施設への入館者の個人情報を管理し、医療施設を複数のバリアゾーンに分
け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録し、感染者が発生した場合に、
複数の感染者の入室記録から感染源を想定し、感染源と想定されたバリアゾーンへの入室
者を入室記録から抽出して感染擬陽性者を想定することを特徴とする院内感染予防方法。
（付記８）医療施設への入館者の個人情報を管理する機能と、医療施設を複数のバリアゾ
ーンに分けたときに、バリアゾーン毎に入室条件を設定する機能と、個人情報と前記入室
条件とに基づいて前記入館者の前記バリアゾーンへの入室を制限する機能とを実現するコ
ンピュータ実行可能な院内感染予防プログラム。
（付記９）医療施設への入館者の個人情報を管理する機能と、医療施設を複数のバリアゾ
ーンに分けたときに、前記バリアゾーンへの前記入館者の入室を記録する機能と、感染者
が発生した場合に、前記感染者の入室記録と前記入館者の入室記録とに基づいて感染擬陽
性者を想定する機能とを実現するコンピュータ実行可能な院内感染予防プログラム。
（付記１０）医療施設を複数のバリアゾーンに分けたときに、バリアゾーンに対して入室
条件を設定する設定手段と、医療施設の入館者の個人情報と前記入室条件とに基づいて前
記入館者の前記バリアゾーンへの入室を制限する制御手段とを備えることを特徴とする院
内感染予防装置。
（付記１１）医療施設への入館者の個人情報を管理する機能と、医療施設を複数のバリア
ゾーンに分け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録する機能と、感染者
が発生した場合に、複数の感染者の入室記録から感染源を想定する機能とを実現するコン
ピュータ実行可能な院内感染予防プログラム。
（付記１２）患者に対する治療内容を記録する機能と、前記患者の中から感染者が発生し
た場合に、複数の感染者の治療内容で共通する治療内容を抽出し、前記抽出した治療内容
から感染源を想定する機能とを実現するコンピュータ実行可能な院内感染予防プログラム
。
（付記１３）医療施設への入館者の個人情報を管理させ、医療施設を複数のバリアゾーン
に分け、前記バリアゾーン毎に入室条件を設定させ、前記個人情報と前記入室条件とに基
づいて前記入館者の前記バリアゾーンへの入室を制限させる院内感染予防プログラムを記
録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
（付記１４）医療施設への入館者の個人情報を管理させ、医療施設を複数のバリアゾーン
に分け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録させ、感染者が発生した場
合に、前記感染者の入室記録と前記入館者の入室記録とに基づいて感染擬陽性者を想定さ
せる院内感染予防プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
（付記１５）医療施設への入館者の個人情報を管理させ、医療施設を複数のバリアゾーン
に分け、それぞれのバリアゾーンへの前記入館者の入室を記録させ、感染者が発生した場
合に、複数の感染者の入室記録から感染源を想定させる院内感染予防プログラムを記録し
たコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
（付記１６）患者に対する治療内容を記録させ、前記患者の中から感染者が発生した場合
に、複数の感染者の治療内容で共通する治療内容を抽出させ、前記抽出した治療内容から
感染源を想定させる院内感染予防プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
（付記１７）前記個人情報は、感染症への感染の有無を示す情報を含むことを特徴とする
請求項１乃至１６何れか１つに記載の院内感染予防方法、院内感染予防プログラム、院内
感染予防装置または記録媒体。
（付記１８）バリアゾーンを特定する情報として、バリアゾーンのＩＤ情報と病院内の場
所を示す情報とを記憶しておき、前記入館者の入室記録を前記バリアゾーンのＩＤ情報と
病院内の場所を示す情報と対応づけて記録し、バリアゾーンの場所が変更された場合にも
、前記入館者の入室記録と変更されたバリアゾーンとを対応づけられるようにした付記１
乃至７の何れか１つに記載の院内感染予防方法。
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（付記１９）前記入館者の入室記録として前記バリアゾーンのＩＤ情報と病院内の場所を
示す情報と前記入館者のＩＤ情報と入室時刻と退出時刻を記録し、感染者が発生した場合
に、前記感染者の入室記録と入館者の入室記録から感染擬陽性者または感染源を想定する
付記１乃至７の何れか１つに記載の院内感染予防方法。
（付記２０）前記入館者の個人情報は、個人を特定するＩＤ情報、入館者の感染症の内容
を示す情報、入室が制限されるバリアゾーンを示す情報からなる付記１乃至７の何れか１
つに記載の院内感染予防システム。
【００７２】
【発明の効果】
本発明によれば、来館者の個人情報と入室条件によりバリアゾーンへの入室を制限するこ
とで、感染者からの二次感染を予防することができる。また、感染者が発生した場合、そ
の感染者から直接、あるいは間接的に感染する可能性の高い人を感染擬陽性者として抽出
することができるので、短時間で感染者を検査して感染の拡大を防止することができる。
また、感染者が発生した場合、複数の感染者が共通して入室したバリアゾーンの記録から
感染源を想定することで、感染源の可能性の高い場所を特定し、感染源の遮断等により感
染の拡大を防止できる。さらに、感染者が発生した場合、感染者に対する治療内容から感
染源の可能の高い、薬剤、医療器具等を絞り込むことができるので、感染源を特定して院
内感染の拡大を防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】バリアゾーンシステムのシステム構成を示す図である。
【図２】バリアゾーンシステムで用いられる情報を示す図である。
【図３】バリアゾーンを示す図である。
【図４】バリアゾーンシステムの概略の動作を示す図である。
【図５】バリアゾーンへの入室を制限する処理のフローチャートである。
【図６】バリアゾーンへの入室を制限する処理の説明図である。
【図７】判定パラメータの一例を示す図である。
【図８】感染擬陽性者を想定する処理のフローチャートである。
【図９】感染擬陽性者を想定する処理の説明図である。
【図１０】ゾーン蓄積記録から感染源を想定する処理のフローチャートである。
【図１１】ゾーン蓄積記録から感染源を想定する処理の説明図である。
【図１２】オーダ情報から感染源を想定する処理のフローチャートである。
【図１３】オーダ情報から感染源を想定する処理の説明図である。
【図１４】記録媒体の説明図である。
【符号の説明】
１０　　ＩＣカード
１１　　ＩＣカードリーダ
１２　　ゲート制御クライアント
１３　　個人情報
１４　　判定パラメータ
１５　　ゾーン情報
１６　　感染条件情報
１７　　ゾーン蓄積記録
１８　　バリアゾーンシステムサーバ
１９　　オーダ情報
２０　　オーダリングシステムサーバ
２１　　感染予防クライアント
２２　　院内ＬＡＮ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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